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W
F
B
日
本
地
区
セ
ン
タ
ー

　
　
　
提
出
議
案
と
そ
の
理
由

議
題
　
W
F
B
各
地
区
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
仏
青
活
動

　
　
　
を
促
進
し
よ
う
。

理
由
　
一
九
六
九
年
四
月
十
三
日
か
ら
一
週
間
マ
レ
イ

シ
ア
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
第
九
回
W
F
B
大
会
に
お

け
る
日
本
セ
ン
タ
ー
提
出
議
題
に
つ
い
て
概
要
を
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

　
第
一
回
の
W
F
B
青
年
委
員
会
が
一
九
六
七
年
十
月

大
谷
光
暢
会
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
こ
の
度
第
九
回
世
界
仏
教
徒
会
議
が
マ
レ
イ
シ
ア

連
邦
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
会
長
プ

ー
ン
妃
殿
下
並
び
に
仏
教
に
深
い
御
理
解
を
持
た
れ

る
マ
レ
イ
シ
ア
連
邦
首
相
ラ
ー
マ
ン
閣
下
お
よ
び
マ

レ
イ
シ
ア
仏
教
徒
各
位
の
絶
大
な
る
御
尽
力
の
賜
と

存
じ
ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
の
方
々
の
御
努
力
に
対
し

て
深
く
感
謝
と
敬
意
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
各
国
の
代
表
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
仏
陀
の
教
え

の
も
と
に
結
集
し
て
、
お
互
い
に
胸
…
襟
を
開
い
て
話

し
合
い
、
こ
の
会
議
が
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉

に
貢
献
し
仏
教
の
興
隆
に
寄
与
す
る
立
派
な
成
果
を

挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

∋
∋

彗に
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
各
種
の
仏
青
問
題
に
つ

い
て
自
由
に
意
見
を
交
換
し
、
討
議
し
た
こ
と
は
非
常

に
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
日
の
世
界
に
お
い
て
青
年
問
題
が
激
増
し
て
お
り

ま
す
。
彼
等
の
多
く
は
生
活
に
指
針
を
失
い
、
絶
望
の

真
只
中
に
さ
ま
よ
い
な
が
ら
苦
し
ん
で
い
る
状
態
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
の
急
激
な
発
達
に
対
比
し
て
人

間
の
精
神
面
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
い
て
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。
唯
物
的
な
物
の
考
え
方
と
宗
教
軽
視
と

人
間
関
係
の
危
機
を
阻
止
す
る
た
め
に
私
達
世
界
の
青

年
仏
教
徒
は
仏
陀
の
智
恵
と
慈
悲
の
教
え
の
も
と
に
人

類
の
永
遠
の
平
和
と
幸
福
を
確
立
す
る
た
め
に
努
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
「

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
私
達
青
年
仏
教
徒
は
W
F
B
各

地
区
セ
ン
タ
ー
に
三
三
を
結
成
し
、
お
互
い
に
結
束
を

か
た
め
、
連
絡
を
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
仏
青
活
動
は
よ
り
能
動
的
に
な
る

し
、
や
が
て
そ
れ
が
仏
教
青
年
の
育
成
と
い
う
こ
と
に

な
ゆ
、
W
F
B
機
構
の
隆
盛
に
も
な
る
こ
と
を
確
信
し

ま
す
。
W
F
B
日
本
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
こ
の
提
案
が

満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
願
い
す
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

佐
藤
首
相
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
　
マ
レ
そ
シ
ア
連
邦
の
首
都
ク
ァ
ラ
ン
プ
L
ル
に
お

い
て
開
催
さ
れ
る
第
九
回
世
界
仏
教
徒
会
議
に
私
は

・
白
本
国
民
を
代
表
し
て
お
祝
い
の
言
葉
を
申
し
述
べ

る
機
会
を
得
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
私
の
よ
ろ

こ
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲

と
寛
容
の
教
え
は
人
類
の
精
神
文
化
に
お
い
て
力
強

い
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
私
達
に
と
っ
て
今
日

ほ
ど
仏
陀
の
偉
大
な
る
教
え
を
回
復
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
し
か
も
緊
急
を
要
す
る
時
代
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
各
々
の
民
族
と
そ
の
国
家
は
統
一
と
調
和
を
探
し

求
め
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
い
ま
だ
に
あ
ら
ゆ
る
分
・

．
野
に
お
い
て
分
裂
と
破
壊
と
対
決
が
行
な
わ
れ
て
い

る
状
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
情
況
下
に
お
い

て
全
世
界
の
仏
教
徒
が
仏
陀
の
教
え
の
も
と
に
国
際

会
議
を
開
き
、
人
類
の
幸
福
と
世
界
平
和
の
実
現
の

た
め
に
重
要
な
る
方
途
を
構
ず
る
こ
と
は
非
常
に
意

義
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
こ
の
会
議
が
成
功
裡
に
終
る
こ
と
を
念

願
し
て
、
私
の
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

ゑ歩ζ
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世
界
仏
教
徒
会
議
を
考
え
る

　
第
九
回
世
界
仏
教
徒
会
議
が
去
る
四
月
十
三
日
よ
り

一
週
間
の
日
程
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
の
首
府
ク
ア
ラ

ル
ン
プ
ー
ル
を
主
会
場
に
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
機

会
に
世
界
仏
教
徒
会
議
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
と
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
代
表
の
選
定
の
問
題
が
あ
る
。
世
界
仏

教
徒
会
議
の
よ
う
に
、
議
決
権
の
行
使
に
よ
っ
て
そ
の

国
の
態
度
を
明
確
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
は
、
強
力
な
代
表
団
（
決
定
能
力
の
あ
る
）
が
必
要

な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
あ
ら
か
じ
め
予
想

し
て
い
な
か
っ
た
問
題
等
が
動
機
と
し
て
出
さ
れ
た
場

合
、
他
の
国
が
は
っ
き
り
と
賛
否
を
表
明
し
て
い
る
の

に
、
日
本
だ
け
が
帰
国
し
て
か
ら
相
談
の
う
え
返
事
を

す
る
と
い
う
の
で
は
如
何
に
も
頼
り
な
い
。
一
体
彼
等

は
何
の
た
め
の
代
表
な
の
か
、
と
他
国
の
代
表
か
ら
軽

蔑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

国
内
事
情
も
返
り
見
ず
、
何
ん
で
も
要
受
け
合
い
を
し

て
、
結
局
は
実
行
で
き
な
か
っ
た
等
と
い
う
こ
と
で

は
、
そ
れ
こ
そ
国
際
信
義
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
国
際
関
係
は
、
も
ち
ろ
ん
代

表
に
な
る
人
の
国
内
に
お
け
る
地
位
も
重
要
で
あ
る

が
、
外
国
代
表
の
間
に
如
何
に
顔
が
売
れ
て
い
る
か
、
し

と
い
う
こ
と
が
外
交
推
進
上
大
変
強
く
作
用
し
て
く

る
。
そ
の
ヶ
え
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
代
表
団
の
中

に
は
英
米
人
と
同
等
の
英
語
の
能
力
を
持
つ
人
を
加
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
は
東
南
ア
の
国
々
も
同
時
通

杉
　
谷
　
義
　
純

訳
の
設
備
を
つ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
総
会
そ
の
も
の
は

む
し
ろ
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
委
員
会
と
か
、
又
会

議
外
の
交
渉
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ビ
ー
外
交
な
る
も
の
が
大

会
決
定
の
大
勢
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
留
意
し
て
代
表
団
を
構
成
す
る
と
な
る

と
、
全
仏
の
現
状
で
は
大
変
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
例

え
ば
、
今
回
は
代
表
団
に
全
仏
の
理
事
長
及
び
事
務
総

長
が
加
わ
る
等
強
力
な
代
表
団
と
い
う
こ
と
で
は
大
変

良
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
役
員
の
任
期
が
二
年
で
あ
る

た
め
、
次
回
に
は
す
っ
か
り
顔
ぶ
れ
が
変
る
恐
れ
が
あ

る
と
か
、
予
算
が
少
な
い
た
め
に
専
門
の
通
訳
を
同
行

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
等
種
々
問
題
が
あ
る
。
そ
し

て
現
状
の
よ
う
に
多
く
は
個
人
の
負
担
に
頼
っ
て
代
表

を
派
遣
し
て
い
る
の
で
は
、
日
本
仏
教
界
の
指
導
性
の

発
揮
ど
こ
ろ
か
、
次
第
に
悲
観
的
な
状
況
に
向
っ
て
行

く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
大
会
が
あ
る
ご

と
に
問
題
と
な
る
が
、
η
〈
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

う
。
し
か
し
こ
の
代
表
団
の
適
切
な
選
定
と
予
算
の
裏

付
け
こ
そ
、
地
味
で
は
あ
る
が
最
も
重
要
な
問
題
で
あ

り
、
仏
教
界
全
体
で
真
剣
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
　
次
に
会
議
の
主
な
内
容
も
今
後
の
展
望
で
あ
る
が
、

今
大
会
の
特
色
は
、
今
ま
で
の
財
政
、
出
版
教
育
宣
教

人
道
調
和
統
合
の
五
委
員
会
の
他
に
、
新
ら
た
に
青
年

委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
青
年
委
員

会
の
設
置
ば
、
前
回
の
タ
イ
国
に
於
け
る
大
会
に
お
い
，

て
出
さ
れ
た
日
本
の
「
W
F
B
の
中
に
国
際
青
年
連
合

機
関
を
設
け
、
世
界
の
仏
教
青
年
の
交
流
を
図
ろ
う
」

と
い
う
提
案
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日

本
と
し
て
も
、
　
一
層
仏
青
運
動
を
盛
り
あ
げ
る
べ
く
、

今
度
の
大
会
で
も
引
き
続
き
青
年
問
題
を
取
り
上
げ
、

各
国
に
お
け
る
仏
青
運
動
の
育
成
を
呼
び
か
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
各
国
の
支
持
を
受
け
、
さ
ら
に

こ
の
日
本
提
案
が
発
端
と
な
り
「
仏
教
青
年
に
よ
る
大

会
を
次
期
世
界
会
議
の
前
に
開
催
し
よ
う
」
と
い
う
こ

と
が
決
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
戦
前
に
は
汎
太
平
洋
薄

青
会
議
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
戦
後
は
じ

．
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
大
変
画
期
的
な
こ
と
だ
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
青
年
の
問
題
は
単
に
日
本
ば
か
り

で
な
く
、
各
国
と
も
強
い
関
心
を
示
し
て
お
り
、
今
後

ま
す
ま
す
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

の
意
味
で
日
本
と
し
て
は
青
年
の
育
成
の
問
題
に
つ
い

．
て
長
期
的
な
展
望
を
持
つ
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
よ
う
。

本
腰
を
入
れ
て
行
か
な
い
と
日
本
だ
け
取
り
残
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
一

　
い
つ
の
大
会
に
於
い
て
も
他
国
の
日
本
に
対
す
る
期

待
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
は
た
し

て
今
大
会
で
も
や
は
り
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。
客
観

的
に
み
て
、
ア
ジ
ア
に
於
け
る
日
本
の
果
す
べ
く
役
割

は
実
に
大
き
い
。
そ
し
て
仏
教
を
通
じ
て
働
き
か
け
る

こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故

な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
の
国
の
代
表
団
に
加
わ
っ
て
い
る
在

家
の
人
の
大
部
分
が
そ
の
国
の
政
府
高
官
が
、
・
又
は
相

当
な
社
会
的
地
位
を
持
っ
て
い
る
人
達
で
あ
る
か
ら

だ
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
代
表
に
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
の

意
味
は
非
常
に
大
き
い
。
　
（
全
日
本
仏
教
青
年
会
理
事

長
）

一3一
、
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一一

　
第
九
回
世
界
仏
教
徒
会
議
マ
レ
イ
シ
ア
大
会

に
先
立
っ
て
世
界
仏
教
徒
連
盟
常
任
理
事
会
が

四
月
十
二
目
午
前
十
時
か
ら
同
国
首
都
ク
ァ
ラ

ン
プ
ー
ル
市
の
マ
レ
イ
シ
ア
師
範
学
校
会
議
室

で
開
か
れ
た
。
参
加
常
任
理
事
国
は
、
日
本
、

ハ
ワ
イ
、
セ
イ
ロ
ン
、
マ
レ
シ
ア
そ
れ
に
タ
イ

の
五
ケ
国
型
名
か
出
席
し
た
。
ハ
ワ
イ
代
表
ミ

ヤ
バ
ラ
・
ス
ナ
ヲ
、
セ
イ
ロ
ン
代
表
ス
タ
ン
レ

ー
●
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
マ
レ
イ
シ
ア
代
表
テ
イ
・

テ
ー
ン
・
チ
ヨ
、
日
本
代
表
来
馬
道
断
、
W
F

B
会
長
プ
ー
ン
妃
殿
下
、
W
F
B
事
務
総
長
サ

ン
ガ
バ
シ
、
会
計
部
長
ヤ
エ
ン
ゲ
ソ
ン
。

　
議
案
は
下
記
の
通
り
報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ

た
。

一
、
W
F
B
本
部
事
業
報
告
並
び
に
決
算
報

　
告
。
二
、
W
F
B
加
盟
申
請
を
し
て
い
る
七
団
体
の

　
件
。

　
将
来
は
一
国
一
W
F
B
セ
ン
タ
ー
を
理
想
と

し
て
い
く
が
、
多
数
民
族
か
ら
な
る
国
の
場
合

に
は
若
干
の
融
通
性
を
も
た
せ
る
が
将
来
は
、

全
日
本
仏
教
会
の
様
な
も
の
に
組
織
化
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
。

三
、
各
種
委
員
会
（
分
科
会
）
委
員
長
と
大
会

　
運
営
委
員
長
選
出
の
件
。

　
財
政
委
員
長
ミ
ヤ
バ
ラ
・
ス
ナ
オ
（
ア
メ
リ

カ
）
教
育
出
版
文
化
委
員
長
ハ
ン
セ
ン
レ
ー

（
韓
国
）
人
道
擁
護
委
員
長
テ
イ
ン
・
チ
ョ
ー

（
マ
レ
イ
シ
ア
）
宣
教
委
員
長
カ
ン
テ
．
パ
ロ

（
イ
ギ
リ
ス
）
調
和
統
合
委
員
長
ダ
ン
マ
ナ
ク

テ
（
タ
イ
）
青
年
委
員
長
ヤ
マ
ガ
タ
ミ
ネ
オ

（
ハ
ワ
イ
）
大
会
運
営
委
員
長
ミ
ヤ
バ
ラ
・
ス

ナ
オ
、
総
務
委
員
長
テ
イ
ン
・
ス
ナ
オ
。

∋
∋

一
ノ

四
、
常
任
理
事
国
選
出
の
件

　
マ
レ
イ
シ
ア
、
セ
イ
ロ
ン
、
ハ
ワ
イ
、
日
本

よ
り
各
一
名
、
そ
れ
に
W
F
B
本
部
よ
り
三
門

加
わ
る
。

五
、
W
F
B
正
副
会
長
選
出
の
件

　
会
長
プ
ー
ン
妃
殿
下
（
タ
イ
）
、
副
会
長
デ

リ
コ
フ
（
ソ
連
）
、
同
大
谷
光
暢
（
日
本
）
、

同
ミ
ヤ
バ
ラ
・
ス
ナ
オ
（
ア
メ
リ
カ
）
、
同
ピ

ッ
チ
ン
・
フ
イ
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
、
同
チ
ヨ

ダ
・
ラ
マ
（
シ
ッ
キ
ム
）
、
同
ジ
ャ
グ
ダ
ー

（
モ
ン
ゴ
リ
ヤ
）
、
同
ク
ー
レ
ン
ハ
ン
（
マ
レ

イ
シ
ア
）
、
同
席
ン
セ
ン
レ
ー
（
韓
国
）
、
同

ブ
ラ
シ
ョ
フ
（
ド
イ
ツ
）
同
デ
ペ
ン
・
ド
ラ

（
セ
イ
ロ
ン
）
、
同
ウ
・
テ
イ
テ
イ
ラ
（
ビ
ル

マ
）
、
ダ
ン
マ
・
ナ
ク
テ
（
タ
イ
）
。
会
計
監

査
役
ナ
コ
ン
タ
ブ
（
タ
イ
）

六
、
永
久
か
つ
強
力
な
W
F
B
本
部
設
置
の
件

　
W
F
B
常
任
理
事
会
は
、
こ
れ
に
全
国
的
に

賛
成
す
る
が
W
F
B
本
部
を
健
全
育
成
す
る
た

め
に
は
ど
う
し
て
も
多
額
要
す
る
の
で
加
盟
団

体
の
授
助
は
勿
論
、
タ
イ
国
政
府
が
多
額
の
資

金
授
助
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

　
同
日
午
後
か
ら
は
W
F
B
大
会
実
行
委
員
会

が
同
校
で
開
か
れ
、
各
国
セ
ン
タ
ー
の
チ
ー

フ
・
デ
リ
ゲ
ー
ト
が
出
席
し
た
。
午
前
の
常
任

理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
逐
次
審
議
し
、

W
F
B
本
部
を
永
久
に
タ
イ
国
に
設
置
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
一
九
六
六
年
の
チ
ェ
ン
マ
イ
大

会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。

タ
イ
国
で
は
仏
教
が
国
教
で
あ
り
、
憲
法
の
規挨拶するプーン会長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
世
界
仏
教
徒
連
盟
（
W
・
F
・
B
）
は
、

一
九
五
〇
年
五
月
二
五
日
セ
イ
ロ
ン
の
マ
ラ

ラ
セ
ケ
ラ
博
士
の
仏
教
徒
団
結
の
呼
び
か
け

に
応
じ
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
〇
年
五
月
二
六
日
か
ら
コ
ロ
ン
ボ

で
第
一
三
三
・
F
・
B
会
議
が
開
催
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ

連
、
日
本
等
の
二
九
ク
国
か
ら
世
界
仏
教
徒

の
代
表
が
参
加
し
た
。

　
特
に
、
こ
の
会
議
に
は
五
億
人
以
上
の
世

界
仏
教
徒
を
代
表
し
て
テ
ー
ラ
バ
ー
ダ
（
南

方
上
産
部
仏
教
）
、
マ
ハ
ー
ヤ
ナ
（
大
乗
仏

教
）
そ
し
て
各
宗
派
の
同
根
を
超
え
て
、
仏

教
徒
で
あ
る
自
覚
の
も
と
に
、
一
同
に
会
し

た
こ
と
は
、
世
界
宗
教
史
の
上
に
い
ま
だ
か

っ
て
そ
の
類
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
今
日
も
尚
、
仏
陀
の
み
教
え
の

も
と
に
、
国
境
を
超
え
て
仏
教
徒
の
団
結
と

国
際
親
善
を
深
め
る
た
め
二
年
に
一
度
、
関

係
国
で
会
議
を
開
催
し
続
け
て
い
ま
す
。

W
F
B
の
目
的

一
、
仏
陀
の
教
え
を
実
践
し
、
遵
守
す
る
こ

　
と
を
推
進
し
て
行
く
。

二
、
仏
教
徒
の
団
結
と
和
合
を
確
実
な
も
の

　
に
す
る
。

三
、
仏
陀
の
み
教
え
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
。

四
、
教
育
、
文
化
、
社
会
、
人
道
奉
仕
の
面

　
に
お
け
る
活
動
を
積
極
化
し
、
組
織
化
す

　
る
こ
と
。

五
、
人
類
の
調
和
と
平
和
を
確
保
す
る
為
に

　
働
き
、
同
じ
目
的
を
持
つ
他
の
団
体
と
協

　
力
し
て
行
く
こ
と
。

W
F
B
加
盟
国
及
び
支
部

三
ニ
ケ
国
五
六
支
部

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ビ
ル
マ

カ
ナ
ダ
・
セ
イ
ロ
ン
・
中
華
民
国
・
チ
ェ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

ス
ロ
バ
キ
ヤ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス
・
西
ド
イ
ツ
・
香
港
・
イ
ン
ド
・

イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
・
日
本
・
韓
国
・
ラ
オ
ス
・

マ
レ
イ
シ
ア
・
モ
ン
ゴ
リ
ヤ
・
ネ
パ
ー
ル
・

オ
ラ
ン
ダ
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン

シ
ッ
キ
ム
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
エ
ー
デ
ン
・
タ
イ
・
ア
メ
リ
カ
・
ソ
連
・

ブ
ラ
ジ
ル
・
南
ベ
ト
ナ
ム

一4一
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定
に
よ
り
、
タ
イ
国
王
は
仏
教
の
パ
ト
ロ
ン
で

あ
り
、
擁
護
者
で
あ
る
関
係
上
、
タ
イ
国
政
府

は
今
ま
で
W
F
B
本
部
に
対
し
て
も
多
額
の
援

助
を
与
え
て
W
B
F
本
部
を
育
成
し
て
く
れ

た
。四
月
十
三
日

　
八
時
四
十
五
分
ク
ア
ラ
ン
プ
ー
ル
市
の
政
府

会
議
場
デ
ワ
ン
・
タ
ン
ク
・
ア
ブ
ド
ル
ラ
ー
マ

ン
と
い
う
と
こ
ろ
で
第
九
月
世
界
仏
教
徒
会
議

の
式
典
が
行
な
わ
れ
た
。
マ
レ
イ
シ
ア
仏
教
会

長
老
ブ
ッ
ダ
・
ダ
ッ
サ
師
の
点
火
式
が
あ
り
、

三
帰
五
戒
文
の
斉
唱
さ
れ
た
。

　
檀
上
に
は
、
コ
ー
カ
イ
ボ
ウ
国
務
大
臣
、
プ

！
ン
妃
殿
下
、
タ
ン
ス
リ
、
マ
レ
イ
シ
ア
仏
教

会
長
、
マ
ラ
ラ
セ
ケ
ラ
氏
の
国
名
が
嘱
託
。
タ

ン
ス
リ
仏
教
会
長
が
各
国
代
表
参
加
者
に
対
し

歓
迎
の
辞
を
述
べ
た
。
次
々
各
国
代
表
が
祝
辞

と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
朗
読
し
た
。

　
同
日
一
時
よ
り
市
内
の
中
国
寺
院
で
父
親
平

等
英
霊
法
要
を
、
来
馬
道
断
団
長
の
導
師
で
お

ご
そ
か
に
執
行
し
た
後
、
再
に
二
時
か
ら
大
会

総
会
に
臨
み
、
W
B
F
各
セ
ン
タ
ー
の
活
動
状

況
等
の
発
表
。
夜
は
、
全
員
歓
迎
晩
さ
ん
会
に

出
席
し
土
産
物
の
交
換
が
あ
り
、
全
仏
か
ら
は

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を
贈
呈
し
、
大
谷
光
暢

会
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
稲
田
事
務
総
長
が
代
読

し
た
。

四
月
十
四
日

　
午
後
か
ら
は
、
各
分
科
会
が
あ
り
、
財
政
、

教
育
出
版
文
化
、
宣
教
、
人
道
擁
護
、
調
和
統

合
、
青
年
に
分
か
れ
、
各
国
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
、

提
出
議
案
に
基
づ
い
て
討
議
が
開
始
さ
れ
た
。

　
日
本
は
、
提
出
議
案
の
関
係
上
、
青
年
委
員

会
に
出
席
し
た
。

　
青
年
委
員
会
　
ハ
ワ
イ
代
表
の
ミ
ヤ
バ
ラ
ス

ナ
オ
氏
が
今
日
の
世
界
に
お
い
て
青
年
問
題
が

如
何
に
大
切
で
あ
る
か
、
第
一
回
汎
大
平
洋
仏

教
青
年
会
議
が
一
九
三
七
年
に
東
西
の
か
け
橋

で
あ
る
ハ
ワ
イ
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
融
れ
、

そ
の
お
か
げ
で
ハ
ワ
イ
仏
青
が
今
日
の
よ
う
な

活
動
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
を
絡

介
し
、
次
の
世
代
を
担
う
仏
教
青
年
の
持
つ
意

義
を
強
調
し
た
。
尚
、
こ
の
委
員
会
の
議
長
に

ヤ
マ
ガ
マ
・
ミ
ネ
オ
（
ハ
ワ
イ
）
、
副
議
長
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
（
セ
イ
ロ
ン
）
、
同
じ
く
モ
ー
タ

ン
コ
ン
（
台
湾
）
、
書
記
に
セ
ナ
サ
ン
　
（
タ

イ
）
が
選
出
さ
れ
た
。

　
こ
の
日
は
、
各
地
区
セ
ン
タ
ー
の
仏
儀
活
動

報
告
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ

れ
た
。

四
月
十
五
日

　
同
じ
く
青
年
委
員
会
に
出
席
。
次
の
通
り
。

　
O
　
W
F
B
規
約
第
十
一
条
各
種
委
員
会
の

第
一
項
に
青
年
委
員
会
と
い
う
項
目
を
補
則
す

る
こ
と
（
W
F
B
マ
レ
イ
シ
ア
セ
ン
タ
i
提

出
）
　
⇔
　
ベ
ト
ナ
ム
仏
教
青
年
セ
ン
タ
ー
を
設
立

す
る
こ
と
（
W
F
B
ベ
ト
ナ
ム
セ
γ
タ
ー
提

首相メッセージを読む来馬懸仏運事長

出
）　
日
W
F
B
各
地
区
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
仏

青
活
動
を
促
進
し
よ
う
（
W
F
B
日
本
セ
ン
タ

ー
）
　
⑳
．
国
際
仏
教
青
年
会
議
に
開
催
し
ょ
う

（
W
F
セ
B
イ
ロ
ン
セ
ン
タ
ー
）

　
第
一
議
案
に
つ
い
て
は
正
式
に
加
え
る
こ
と

を
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

　
第
二
議
案
に
つ
い
て
は
国
内
問
題
で
あ
り
、

W
F
B
本
部
の
記
録
に
書
き
留
め
て
お
く
だ
け

と
す
る
。

　
第
三
議
案
に
つ
い
て
は
、
W
F
B
規
約
第
四

条
中
に
青
年
活
動
の
育
成
を
計
る
条
項
が
あ
る

が
、
現
状
で
は
充
分
に
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
規
約
の

精
神
を
再
確
認
し
、
日
本
提
案
が
討
議
さ
れ

た
。
そ
れ
を
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
第
十
回
W
F
B

セ
イ
ロ
ン
大
会
ま
で
に
国
際
仏
教
青
年
大
会
を

ど
こ
か
の
国
で
開
催
す
べ
く
積
極
案
が
セ
イ
ロ

ン
セ
ン
タ
ー
よ
り
出
さ
れ
、
口
証
と
し
て
も
こ

れ
を
支
持
し
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　
第
四
議
案
に
つ
い
て
は
、
セ
イ
ロ
ン
大
会
前

に
、
W
F
B
本
部
が
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ

て
促
進
さ
せ
る
。
そ
し
て
各
国
仏
青
リ
ー
ダ
ー

が
仏
青
運
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
意
見
の
交
換

し
、
か
つ
、
お
互
い
に
仏
教
を
勉
強
し
、
次
の

世
代
を
担
な
う
真
の
仏
教
徒
た
り
う
べ
く
自
覚
・

を
保
持
し
て
行
く
こ
と
。

　
以
上
四
条
に
つ
い
て
総
会
へ
の
報
告
と
し
て

W
F
B
本
部
へ
提
出
す
る
。

　
そ
の
他
各
種
委
員
会
決
議
事
項
次
の
通
り
。

財
政
委
員
会

一
、
各
国
セ
ン
タ
ー
は
年
間
会
費
と
し
て
五
十

　
ド
ル
、
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
本
部

　
に
収
め
る
。
生
新
加
入
を
認
め
ら
れ
た
セ
ン

　
タ
ー
は
入
会
金
と
し
て
五
十
ド
ル
収
め
る
。

二
、
W
F
B
本
部
は
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る

　
た
め
に
事
務
次
長
を
お
く
こ
と
。

三
、
タ
イ
国
バ
ン
コ
ク
に
永
久
な
る
W
F
B
本

　
部
設
置
を
記
念
し
て
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
メ
タ
ル

　
を
タ
イ
国
政
府
が
発
行
す
る
よ
う
に
W
F
B

　
会
長
プ
ー
ン
妃
殿
下
が
交
渉
す
る
。
そ
の
理

　
由
は
W
F
B
本
来
の
活
動
を
よ
り
ス
ム
ー
ズ

　
に
す
る
た
め
の
必
要
資
金
を
増
加
す
る
こ
と

　
で
あ
る
。
も
し
も
実
現
す
れ
ば
四
十
万
ド
ル

　
の
収
入
が
見
込
ま
れ
る
。
’

調
和
統
合
委
員
会

一
、
法
輪
の
マ
ー
ク
を
全
世
界
の
仏
教
徒
の
シ

　
ン
ボ
ル
と
す
る
こ
と
。

二
、
五
月
の
最
初
の
満
月
の
日
を
ウ
エ
サ
カ
祭

　
日
と
し
、
こ
の
日
に
仏
教
徒
の
行
事
を
行
な

　
う
。

人
道
擁
護
委
員
会
）

一
、
人
類
の
自
由
と
平
等
を
保
障
す
る
た
め
に

　
国
家
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
平
和
的
に
解
決
す
る

　
よ
う
全
て
の
政
府
と
国
連
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す

　
る
こ
と
。

二
、
仏
教
徒
ば
か
り
で
な
く
、
異
教
徒
に
も
親

一5一

ゆ一　　一　　　’’　－　　　　　　　　㌔」Pな一



f
’
　
　
弔

．
、
』
　
　
　
　
　
Ψ
五
｝

’
遺
　
窒
・
周
　
　
、

f

‘

隻

’

全　　　　仏
第3種郵便物認可昭和44年5月1日

師分科会で説明する鎌田

　
善
と
相
互
理
解
を
深
め
る
よ
う
交
流
を
図
る

　
こ
と
。

宣
教
委
員
会

一
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
又
は
仏
教
徒
の
少
な
い

　
国
に
使
節
団
を
派
遣
し
、
仏
書
等
を
贈
呈
し

　
て
仏
教
の
宣
布
に
努
力
す
る
こ
と
。

二
、
世
界
共
通
の
仏
教
聖
典
を
作
成
す
る
。

三
、
北
米
仏
教
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
は
資
金
が

　
な
い
の
で
当
分
は
困
難
で
あ
る
。

教
育
出
版
文
化
芸
術
委
員
会

一
、
W
F
B
は
政
治
に
関
係
し
な
い
世
界
的
規

　
模
の
団
体
で
あ
る
の
で
ユ
ネ
ス
コ
に
加
盟
す

　
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
。

二
、
各
国
セ
ン
タ
ー
は
、
仏
教
研
究
来
訪
者
に

　
対
し
て
必
要
な
授
助
を
与
え
る
こ
と
。

三
、
仏
像
又
は
そ
の
他
仏
教
の
シ
ン
ボ
ル
を
商

　
品
と
し
て
売
買
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
W
F
B
高
等
教
育
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
特
別

　
委
員
会
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
。

四
月
十
六
日

　
午
前
十
時
か
ら
市
内
の
僧
院
ジ
エ
ト
ゥ
ワ
ン

寺
で
比
丘
供
養
式
が
行
な
わ
れ
、
各
国
代
表
と

昼
食
。
午
後
二
時
か
ら
W
F
B
会
長
招
集
の
も

と
に
常
任
理
事
会
が
開
か
れ
、
日
本
か
ら
は
来

馬
理
事
長
の
代
理
と
レ
て
．
稲
田
事
務
総
長
が
出

席
し
た
。
審
議
さ
れ
た
議
案
次
の
通
り
。

一
、
W
F
B
本
部
事
務
局
人
事
の
件

二
、
W
F
B
加
盟
申
請
団
体
の
件

三
、
第
十
回
W
F
B
セ
イ
ロ
ン
大
会
の
件

四
、
東
京
に
お
け
る
常
任
理
事
会
の
件

五
．
W
F
B
大
会
期
間
中
の
印
刷
物
配
布
の
件

六
、
次
期
大
会
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
の
件

四
月
十
七
日

　
会
場
を
マ
レ
イ
シ
ア
北
部
の
都
市
ペ
ナ
ン
へ

移
動
。

四
月
十
八
日

　
午
前
九
時
よ
り
ボ
ア
タ
イ
高
校
で
総
会
が
開

か
れ
、
各
種
委
員
会
の
採
択
事
項
の
報
告
。
満

場
一
致
で
総
会
で
承
認
さ
れ
た
。

四
月
十
九
日

　
同
校
で
閉
会
式
。

　
最
後
に
W
F
B
事
務
総
長
が
第
十
回
W
F
B

レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

会
議
は
一
九
七
一
年
に
セ
イ
ロ
ン
が
主
催
す
る

と
い
う
確
認
書
を
マ
ラ
ラ
セ
ケ
ラ
氏
よ
り
受
け

と
っ
た
と
の
発
表
が
あ
り
、
無
事
一
週
間
の
大

会
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
終
了
し
た
。

全
国
寺
院
名
鑑
完
成

▲
内
容

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
①
全
国
寺
院
名
簿
（
全
国
約
七
万
五
千

　
　
ケ
寺
の
寺
院
名
、
宗
派
名
、
所
在
地

　
　
を
行
政
区
画
別
に
記
才
）

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
②
著
名
寺
院
並
に
由
緒
等
掲
載
寺
院
名

　
　
へ

　
　
鑑
　
　
　
　
　
　
　
　
／

③
海
外
寺
院
名
簿

　
　
以
上
三
部
を
一
冊
に
集
録
　
　
　
，

■

腰綱1

撫鵜
縢
灘
蟻
藩

　
　
㌧
　

海
　
な
　
、

　
　
　
　
鋸
ナ
　
響
喝
魯
ひ

　
　
　
　
、
輸
ひ
・
斎
ウ
ぐ
凶
讐
ギ

　　

@
鍬
灘
騨
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筆
お
給
仕
の

随

裏
に
あ
る
も
の

細
川
　
量
雄

　
　
　
　
一

　
朝
夕
に
仏
様
の
お
給
仕
を
さ
れ
る
「
姿
」

は
、
何
に
で
も
顕
わ
れ
て
来
る
も
の
と
、
つ
く

づ
く
此
頃
は
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
だ
見
ぬ
人
千
田
杏
月
氏
の
句
の
、
△
等
身

の
寝
釈
迦
に
燭
を
春
の
冷
え

　
（
女
性
仏
教
）

　
を
見
た
と
き
は
、
思
わ
ず
ど
き
っ
と
し
て
仕

舞
い
ま
し
た
。
此
方
は
確
か
に
「
お
給
仕
の

人
」
か
、
四
分
に
間
違
い
な
い
と
見
て
取
り
、

聞
い
て
見
る
と
、
花
園
大
の
先
生
、
門
人
数
十

と
あ
っ
て
は
、
さ
て
こ
そ
と
納
得
出
来
た
こ
と

で
し
た
。
其
許
で
は
な
く
、
正
直
に
云
え
ば
、

お
の
れ
が
排
句
、
又
こ
こ
で
も
し
て
や
ら
れ
た

り
と
、
詩
藻
の
程
も
う
ら
や
ま
し
く
、
お
慈
悲

の
「
姿
」
が
こ
う
も
動
く
も
の
か
と
心
に
沁
入

る
程
の
思
い
で
す
。
拙
句
は

△
ほ
の
暗
き
如
来
の
燭
の
春
の
冷
え

　
で
し
た
。
御
仏
前
に
燭
を
か
か
げ
、
さ
て
二

陣
に
座
っ
て
見
る
と
の
感
覚
で
、
杏
月
白
の
句

は
、
燭
を
捧
げ
る
姿
が
静
か
に
動
い
て
い
て
、

一
点
の
無
駄
も
な
く
、
仏
様
に
近
づ
こ
う
と
す

る
と
き
の
春
の
冷
え
の
発
想
は
、
心
憎
い
程
の

世
界
を
見
せ
、
筆
者
の
到
底
近
づ
け
そ
う
も
な

い
姿
を
写
し
出
し
ま
し
た
。
彼
の
句
は
、
腰
を

か
が
め
て
礼
拝
し
な
が
ら
の
献
燈
な
の
に
隔
私
・

の
は
も
う
、
献
燈
し
て
ま
だ
礼
拝
に
手
が
届
か

ず
、
内
容
は
随
分
気
張
っ
た
つ
も
り
で
も
、
残

念
な
が
ら
、
彼
程
の
「
動
き
」
を
示
し
て
は
居

り
ま
せ
ん
。
春
の
冷
え
も
こ
う
も
違
う
も
の
払

と
、
至
ら
ぬ
己
が
恥
ず
か
し
い
程
で
す
。

　
多
分
私
は
、
燭
（
の
）
と
せ
ず
に
（
を
）
と

す
べ
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
　
「
お
給

仕
」
を
す
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
い
つ
も
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
ち
に
礼
拝
し
て
い
な
い
の
で
、
端
な
く
も
か

　な
一
字
に
、
そ
の
醜
い
姿
を
晒
ら
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
全
く
大
谷
邊
短
氏
の
「
推
稿
の
一

偶
一
日
落
椿
」
を
、
ふ
と
思
い
出
し
て
い
た
か

ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

二

　
星
野
の
句
め

△
室
の
歩
み
ろ
う
ろ
う
と
月
一
人

　
の
名
句
は
、
ど
な
た
も
す
ぐ
見
て
取
れ
る
、

司
り
の
う
ち
の
自
己
凝
視
に
、
感
激
の
瞬
間
を

忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
哲
学
者
の
「
拡

り
」
を
こ
ん
な
形
で
顕
わ
し
た
方
を
見
た
こ
と

は
な
く
、
如
何
に
も
三
千
世
界
を
一
含
み
に
、

十
七
文
字
に
収
め
ら
れ
る
と
は
全
く
の
回
送
で

す
。
け
れ
ど
も
お
給
仕
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
次
の
句
を
同
じ
方
だ
と
は
ど
う
し
て

も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

△
垣
が
あ
る
の
で
隣
り
の
椿
う
ち
に
落
ち
る

　
だ
れ
の
で
も
な
い
室
に
吹
き
、
だ
れ
の
で
も

な
い
室
間
に
落
ち
る
、
何
食
わ
ぬ
呈
し
て
、
落

花
を
見
な
が
ら
、
そ
の
実
、
所
有
の
非
合
理
を

考
え
る
、
と
有
る
の
は
、
ど
う
や
ら
「
お
給

仕
」
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
う

で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
自
由
律
と
云
う
の
が
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
か
か
り
、
　
「
垣
あ
り
て
、
隣
り
椿
う
ち
に
落

ち
」
と
云
い
た
い
の
で
す
が
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
　
お
給
・
仕
の
裏
に
流
れ
る
あ
る
物
凄
い
濁
流
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
三
世
の
理
法
の
波
に
乗
っ

て
、
そ
れ
と
な
く
、
諸
聖
が
御
導
き
を
伝
え
る

の
に
、
あ
つ
か
ま
し
く
も
背
を
向
け
て
、
「
学
」

に
縛
ら
れ
、
混
沌
の
世
界
に
醒
齪
す
る
姿
を
想

浮
べ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
一
瞬
の
御
給
仕
に
も

亦
、
御
慈
悲
の
香
が
き
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
が
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
御
給
仕
の
裏
に
あ
る
も

の
だ
と
、
そ
ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

（
欧
州
仏
教
会
名
誉
会
員
・
日
本
詩
人
ク
ラ
ブ

会
員

ガ
ン
ジ
ー
印
度
首
相

六
月
に
　
来
日

　
ガ
ン
ジ
ー
イ
ン
ド
首
相
は
、
来
る
六
月
二
十

三
日
訪
日
す
る
。

　
全
仏
で
は
、
六
月
二
十
五
日
鶴
見
総
持
寺

で
、
国
際
仏
教
興
隆
協
会
と
共
催
で
歓
迎
会
を

行
な
う
。
早
速
、
歓
迎
実
行
委
員
会
を
発
足
さ

せ
る
。

　
今
度
の
訪
日
の
目
的
は
、
日
本
政
府
の
公
賓

で
あ
る
。

二
十
二
日
全
仏
理
事
会
を
開
催

　
来
る
五
月
二
十
二
日
築
地
本
願
寺
会
議
室

で
、
理
事
会
を
開
き
、
昭
和
四
十
三
年
度
財
団

法
人
全
日
本
仏
教
会
事
業
報
告
、
歳
入
歳
出
決
，

算
の
承
認
等
、
又
日
本
万
国
博
覧
会
に
つ
い
て

協
議
さ
れ
る
。

、

》遷1

．
ノ
∀

全日本

仏教会

推せん

　筆者　中　村層　素　堂

　　　　　　　　東京都文京区湯島2－14－4
　　　　　　　　TEL633－7676・振替東京180328

B5版／250頁／多色刷／

附録・墓誌一塔婆一念仏・題目その他／

一7一

、

、み一　　　　、

一『



匿
r
ド
ド
ー
．
し
一
1
一

全　　　　仏
第3種郵便物認可昭和44年5月1日

　
宗
派
・
県
仏
人
事
（
就
任
）

徳
島
県
仏
教
会

（
事
務
所
徳
島
市
寺
町
八
二
番
地
安
住
寺
内
）

会
　
　
長

副
会
長

　
〃
　
〃
　
〃
主
事
会
計

浅青小矢矢岡
　　笠
川野原野方村

慈興実行広儀

泉正道範徹雄

華
厳
宗
々
務
所
（
東
大
寺
々
務
所
）

宗
務
長

寺
務
長

財
務
部
長

〃
執
事

庶
務
部
長

〃
執
事

教
学
部
長

〃
執
事

上筒狭清
司井川水
永寛宗公
慶秀玄照

　
曹
洞
宗
「
禅
を
聞
く
会
」
主
催
で

　
講
演
会
開
催

　
「
禅
を
聞
く
会
一
（
曹
洞
宗
々
務
庁

内
）
で
は
、
五
月
十
九
日
朝
日
新
聞

本
社
六
階
朝
日
講
堂
で
午
後
五
時
四

十
五
分
よ
り
講
演
会
を
開
催
す
る
。

一
、
仏
教
讃
歌
合
唱
　
駒
沢
大
学
合

　
唱
団
。

二
、
世
相
を
思
い
、
道
元
禅
を
思

　
う
。

　
山
田
霊
林
　
師
（
大
本
山
永
平
寺

　
副
貫
首
）

三
、
安
ら
ぎ
の
月
々
　
桜
井
秀
雄

　
師
（
曹
洞
宗
教
化
専
門
委
員
）

　
第
三
回
仏
教
伝
道
文
化
賞
贈
呈
式

　
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
（
理
事

長
森
川
智
徳
師
）
で
は
、
昭
和
四
十

三
年
度
仏
教
伝
道
文
化
賞
を
選
定
委

員
会
（
委
員
久
保
周
正
文
、
同
増
谷

文
雄
、
同
佐
藤
密
雄
、
三
三
原
信
一

同
知
切
光
歳
、
同
山
田
霊
林
、
同
友

松
円
諦
、
同
中
山
理
々
、
同
中
村
元
．

同
吉
田
留
次
郎
の
各
氏
で
講
成
）
を

開
催
し
、
伝
道
者
・
実
践
者
に
該
当

す
る
と
し
て
常
光
浩
然
師
、
研
究
・

論
文
・
著
述
・
翻
訳
等
に
該
当
す
る

と
し
て
梅
原
猛
師
の
二
名
に
決
定
し

た
。

（
仏
教
伝
道
文
化
賞
に
つ
い
て
）

　
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
は
、
昭

和
四
十
年
十
二
月
文
部
大
臣
の
認
可

を
受
け
て
発
足
し
ま
し
た
。
仏
教
伝

道
に
功
績
の
あ
っ
た
人
に
、
仏
教
伝

道
文
化
賞
を
贈
る
こ
と
に
な
っ
た
。

尚
、
第
一
回
受
賞
者
は
、
岩
野
真
雄

師
、
紀
野
一
義
師
、
第
二
回
受
賞
者

は
、
北
川
桃
雄
師
、
綱
脇
龍
妙
師
で

し
た
。

　
東
京
大
学
仏
教
青
年
会

理
事
長
に
、
平
川
彰
氏
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
出

　
去
る
二
月
十
四
日
財
団
法
人
東
京

大
学
仏
教
青
年
会
で
は
理
事
会
に
お

い
て
、
中
村
元
理
事
長
の
任
期
満
了

に
よ
る
退
任
で
、
新
理
事
長
に
平
川

彰
理
事
を
選
出
、
又
諸
井
貫
一
監
事

の
後
任
に
、
永
野
護
評
議
員
を
監
事

に
選
出
し
た
。

靖
国
神
社
側
の
宗
教
法
人
離
脱
声
明
お
よ
び

自
由
民
主
党
総
務
会
の
決
定
に
対
す
る

　　

@　
@　
@　

R
・
議
　
声
　
明

○
宗
教
法
人
靖
国
神
社
は
、
五
月
十

　
五
日
、
「
（
靖
国
神
社
国
家
護
持
に

　
関
す
る
法
）
案
成
立
の
暁
に
は
、

　
直
ち
に
す
す
ん
で
宗
教
法
人
を
離

　
脱
し
特
殊
法
人
に
移
行
す
る
手
続

　
き
を
と
る
決
意
」
が
あ
る
旨
の
声

　
明
を
発
表
し
、
こ
れ
を
衆
参
両
院

　
議
員
宛
送
付
し
た
。
こ
れ
を
う
け

　
て
、
自
由
民
主
党
総
務
会
は
、
五

　
月
十
六
日
、
靖
国
神
社
法
案
を
今

　
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し

　
た
。

○
靖
国
神
社
法
案
は
、
宗
教
法
人
靖

　
国
神
社
が
解
散
し
た
の
ち
創
設
さ

　
れ
る
べ
き
靖
国
神
社
を
予
想
し
て

　
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教

　
法
人
靖
国
神
社
の
解
散
を
伴
う
こ

　
と
な
く
し
て
は
立
法
の
意
味
を
な

　
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
宗

　
教
法
人
靖
国
神
社
の
解
散
は
、
靖

　
国
神
社
法
案
の
成
立
を
条
件
と
し

　
て
お
り
、
同
法
案
の
成
立
の
暁
に

　
お
い
て
で
な
け
れ
ば
解
散
の
意
志

　
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
声
明
に
よ

　
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

○
靖
国
神
社
法
案
は
、
そ
の
成
立
に

　
よ
っ
て
、
現
に
宗
教
法
人
で
あ
る

　
靖
国
神
立
に
対
し
、
国
が
特
権
を

　
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
、
明
ら
か
に
憲
法
第
二
十
条
お

　
よ
び
第
八
十
九
条
の
規
定
に
違
反

　
す
る
も
の
で
あ
る
。
靖
国
神
社
の

　
右
の
声
明
は
、
こ
の
特
権
を
得
よ

　
う
と
し
て
あ
え
て
出
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法

　
人
靖
国
神
社
は
、
政
治
権
力
の
誘

　
導
に
よ
る
巧
妙
な
偽
装
解
散
と
考

　
え
ざ
る
を
え
な
い
。

○
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
法
案
は
、
明

　
ら
か
に
宗
教
に
対
す
る
政
治
の
干
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早書表紙の楠一

　
浄
土
宗
玄
忠

寺
。
開
山
源
誉
上

人
。
本
尊
阿
弥
陀

如
来
。
天
正
十
八

年
豊
臣
秀
吉
よ
り

朱
印
見
附
。
天
台

宗
に
属
す
る
廃
寺

を
得
て
皇
宮
寺
と
な
る
。

　
昭
和
二
十
年
戦
災
に
あ
い
焼

失
。
現
在
の
も
の
は
、
昭
和
三
十

一
年
弥
生
式
の
入
口
を
模
し
て
設

計
、
同
三
十
二
年
落
慶
。

　
総
費
用
六
五
〇
万
円
。
建
物
六

二
坪
鉄
筋
。
設
計
者
杉
山
善
二
。

施
工
牧
田
工
務
店
。

　
所
在
地
　
静
岡
市
大
鋸
町
三
ノ

　
　
　
　
，
十
一
。

　
住
　
職
　
土
方
保
道
師
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コ
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＼

渉
で
あ
り
、
憲
法
が
規
定
す
る

　
「
信
教
の
自
由
」
、
「
政
教
分
離
」

　
の
大
原
則
を
ふ
み
に
じ
る
も
の
で
F

　
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
案
の
成
立

　
を
許
す
な
ら
ば
、
　
「
神
社
は
宗
教

　
に
あ
ら
ず
」
と
の
磯
回
に
よ
っ
て

　
国
家
神
道
を
樹
立
し
、
他
の
宗
教

　
を
弾
圧
し
た
戦
前
の
宗
教
政
策
を

　
再
現
し
、
思
想
統
制
へ
の
道
を
ひ

　
ら
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

　
の
よ
う
な
こ
と
は
、
戦
没
者
の
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
い
犠
牲
を
旨
し
く
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
ま
た
遺
族
の
方
々
の
願
い
に
，
一

　
も
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

○
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
立

　
場
か
ら
、
自
由
民
主
党
が
、
靖
国

　
神
社
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ

　
と
に
対
し
、
こ
と
に
厳
重
に
抗
議

　
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
四
年
五
月
十
七
日

全
日
本
仏
教
会

新
日
本
宗
教
団
体
連
合

日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会

靖
国
神
社
問
題
連
絡
会
議

自
由
民
主
党
総
裁

　
　
　
　
　
　
佐
藤

栄
作
殿

、


